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一
、

は

じ

め

に

明
代
南
京
の
寺
荘
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
明
代
の
寺
荘
に
つ
い

て
ー
と
く
に
南
京
寺
荘
を
中
心
と
し
て
ー
」

(『申
国
の
宗
教
と
社

会
』
東
洋
史
学
論
集
第
七
東
京
教
育
大
学
研
究
室
一申
国
思
想
宗
教
史
研
究
会

編
所
収
。
以
下
前
稿
と
略
称
)
の
な
か
で
、
主
と
し
て
地
主

(寺
院
)

と
耕
作
者

(佃
戸
)
と
の
関
係
を

中
心
に
考
察
し
た
。

本
稿
は
い

わ
ば
そ
の
続
編
と
し
て
、
国
家

(明
朝
廷
)
と
地
主

(寺
院
)
と
の

関
係
を
中
心
に
、
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。
こ
の
二
つ
の
視
点

か
ら
の
考
察
に
よ

っ
て
、
は
じ
め
て
明
代
南
京
寺
荘
の
全
貌
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

南
京
を
中
心
と
す
る
南
直
隷
は
、
中
国
全

土
の
な
か
で
も
有
数

の
田
土
面
積
を
誇
る
地
域

で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
全
田
土
面
積
の

う
ち
で
、
約
三
分
の

一
強
に
及
ぶ
面
積
を
官

田
で
占
め
て
い
る
と

い
う
特
色
を
も

っ
て
い
る
。
ま
た
中
国
の
全
官
田
の
約
三
分
の

一

が
南
直
隷
に
集
中
し
て
お
り
、
従

っ
て
、
官

田
の
果
す
役
割
は
、

他
の
地
域

に
比
し
て

一
層
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

南
京

の
周
辺
、

つ
ま
り
応
天
府
を
中
心
と
し
た
地
域
は
、
こ
う

し
た
特
異
性
に
加
え
て
、
さ
ら
に

「
民
田
全
免
、
官
田
徴
半
」
と
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い
う
原
則
が

一
般
に
施
行
さ
れ
る
と
い
う
特
色
を
も
併
せ
て
も

っ

て

い
た
。

「
天
下
郡
国
利
病
書
」
巻
十
四
江
南
二
応
天
府
、
田
賦
の
条
に

初
洪
武
十
八
年

(HωQQ窃)
。

恩
詔
諭
応
天
五
府
州
、

為
興
王
之

地
、
民
産
免
租
、
官
産
減
租
之
半
。

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
原
則
は
応
天
府
を
中
心
に
明
初
か
ら
行
な

わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
中
期
以
降
、
官
田
が
不
作
で
あ
る

と
い
う
理
由
で
、
民
田
も
国
初
の
大
原
則
を
破

っ
て
課
税
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、

「
高
淳
県
志
」
巻
八
賦
役
考
上
に

其
後
民
田
、
宣
徳
之
間
、
有
馬
草
之
派
、
成
化
間
、
有
勧
米
之

加
、
嘉
靖
之
間
、
有
四
升
之
科
、
今
且
与
官
田

一
則
　
。

と
見
え
る
よ
う
に
、
や
が
て
官
田
と
同
じ
税
則
を
課
せ
ら
れ
る
よ

う

に
な

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

し
か
し
応
天
な
ど
五
府
の
莫
大
な
税
糧
は
、
里
甲
制
度
の
も
と

に
、

そ
の
大
半
が

官
田
を
通
じ
て
㎜徴
収
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
、
民
田
は
官
田
に
比
し
て
か
な
り
有
利
な
経
営
が
可
能
で
あ

っ

た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
特
異
性
を
も

っ
た
地
域

に
あ

っ
て
、
没
官
田
が
多

い

南
京
寺
荘
は
、
税
役
負
担
と
い
う
点
に
関
し
て
、

い
か
な
る
方
針

の
も
と
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
末
の
人
葛
寅
亮
の

「
金
陵
梵
刹
志
」

(以
下

「梵
刹
志
」
と
略
称
)

に
記
さ
れ
た
南
京

寺
荘
は

七
〇
〇
頃
以
上
に
及
び
、

そ
の
う
ち
霊
谷
、

天
界
、

報

恩
三
大
寺
の
そ
れ
は
ほ
ぼ
五
七
〇
頃
で
、
南
京
全
寺
荘
の
約
八
〇

%
を
占
め
て
い
る
。
従

っ
て
三
大
寺
荘
は
南
京
全
寺
荘
を
代
表
し

て
い
る
と
考
え
て
さ
し

つ
か
え
な
く
、
本
稿
で
は
こ
の
三
大
寺
荘

を
中
心
に
考
察
を
す
す
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

明
代
の
寺
荘
に
関
す
る
従
来
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前

稿
に
も
ふ
れ
た
が
、
税
役
負
担
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
と
し
て

は
、
清
水
泰
次
、
間
野
潜
竜
両
氏
の
研
究
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

㈹る
。
こ
の
う
ち
で
間
野
氏
は

特

に
明
初
僧
道
に
は
概
ね
差
役
が
免
ぜ
ら
れ
、
宣
徳
頃
に
て
も

寺
観
田
土
は
た
だ
秋
糧
の
み
で
別
に
科
差
な
く
、
そ
の
た
め
軍

民
の
子
弟
は
進
ん
で
行
童
と
な
り
、

(申
略
)
成
化
頃
に
至

っ
て

寺
田
が
す
べ
て
径
差
兵
餉
に
応
じ
、
民

田
の
丁
米
と
通
融
編
派

す
る
こ
と
に
し
、
嘉
靖
万
暦
と
な
る
と
、
寺
観
田
土
の
再
調
査

を
行

い
、
税
率
強
化
と
い
う
経
済
的
圧
迫

を
加
え
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。

と
か
な
り
詳
細

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
う
し
た
い
わ
ば

一
般

原
則
だ
け
に
よ

っ
て
は
、
地
域
の
且
ハ体
性

を
明
確
に
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
り
、
本
稿
が
明
ら
か
に
せ
ん
と
す

る
南
京
寺
荘
の
場
合

に
つ
い
て
も
、

い
ま
少
し
且
ハ体
的
に
論
証
す

る
必
要
が
あ
る
。

以
下
、
南
京
寺
荘
の
税
役
負
担
を
中
心

に
考
察
し
、
さ
ら
に
寺

荘
が
官
僚
、
富
豪
あ
る
い
は
佃
戸
な
ど
の
干
渉
と
、
朝
廷
の
限
田

政
策
と
に
よ
っ
て
、
次
第
に
変
化
し
て
い
く
過
程
に
ま
で
論
及
し
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た

い

。

註
①
た
と
え
ば

「
正
徳
大
明
会
典
」
弘
治
十
五
年

(Hα
O
N
)

の
地
方
別
田

畝
数
に
よ
れ
ば
、
南
直
隷
の
全

田
土
面
積
は
八

一
万

鳳
八
二
頃
、
う

ち
官
田

二

一
万

七
〇
三
六
頃
、
民
田
五
九
万
三

一
四
五
頃

で
あ
る
。

②

「
康
熈
金
壇
県
志
」
巻
三
田
賦

の
条
に

成
化
十
六
年

(置
o◎
O
)

巡
撫
尚
書
王
恕
、

以
官

田
秋
糧
耗
、

重
建

議
、
民

田
地
毎
畝
勧
米

一
升

二
合
。

中
略
抵
補
官
糧
加
耗
、
遂
為
定

額
。

と
見

え
る
。
、

③

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
森
正
夫
氏

「
十
六
世
紀
太
湖
周
辺
に
お
け

る
官

田
制
度

の
改
革
」
上

・
下

(東
洋
史

研
究

二
十

一
の
四
、
五
)

を
参
考

に
さ

せ
て

い
た
だ
い
た
。

④
清
水
泰
次
氏

「
明
代
の
寺

田
」

(東

亜
経
済

研
究

八
の
四
)
、
間
野
潜

竜
氏

「
明
代

に
お
け
る
三
教
思
想
1

特
に
林
兆
恩
を
申
心
と
し
て
ー

」

(東
洋
史
研
究

十
二
の

一
)
。

こ
の
う
ち
清
水
泰
次
氏

は
、
皇
荘
を
は
じ
め
と
す

る
官
荘
か
ら
、
寺

荘

の
場
合
を
類
推
さ
れ
て
次
の
よ
う

に
い
わ
れ

て
い
る
。

荘
田
は
大
明
律

の
五
巻

に
も
あ
る
通
り
、
税
糧
を
免
除
し
て
い
る

訳

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
正
徳
会
典
十
九
巻

の
田
土
で
見

る
と
、
弘

治

二
年
の
令

と
し
て
斯
ん
な
の
が

あ
る
。
皇
荘
を
は
じ
め
皇
親
公

候
謄
馬
伯
等

の
官

の
荘
田
で
災
傷

に
遇

っ
た
も
の
は
、
民
田

の
事

例

に
照
し
て
分
数
徴
収
す
る
。
こ
の
二
つ
を
ど
ん
な
風
に
調
和
せ

し

め
て
行
く
か
、
私
は
徴
税
と
い
う

て
も
政
府

へ
の
上
納

で
な
く

領
家

へ
の
年
貢

で
あ

る
と
思

心
。

申
略
以
上

の
文
句
は
寺
観

の
事

柄
で
は
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
暗
黙

の
間
に
了
解
し

て
も
良

か
ろ
う
と
思
う
。

従

っ
て
、

本
稿
が
迫
ろ
う

と
す
る

聞
題
に

直
接
参
考

に
は

な
ら
な

い
。

二
、
寺
荘

の
負
担

前
述
の
よ
う
に
、
応
天
府
周
辺
の
官
田
は
民
田
に
代

っ
て
税
糧

を
徴
収
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
な
か
に
あ

っ
て
南
京
の
寺
荘
は
、

明
代
初
期
、
税
役
と
も
に
免
除
さ
れ
る
と

い
う
恩
恵
を
蒙

っ
て
い

た
。
こ
の
恩
恵
は
必
ず
し
も
南
京
寺
荘
に
限
ら
ず
、
ひ
ろ
く

一
般

に
も

見
ら
れ
た
よ
う
で
、

た
と
え
ば

「
欽
録
集
」
(「梵
刹
志
」
巻

二
所
収
)
洪
武
二
十
七
年

(HOQ㊤心)
甲
成
正
月
八
日
の
条
に

欽
賜
田
地
、

税
糧
全
免
、

常
住
田
地
、

錐
有
税
糧
、

価
免
雑

派
、
僧
人
不
許
充
当
差
役
。

と
あ
り
、

「
永
楽
実
録
」

巻
十
二
下
洪
武
三
十
五
年

(置
Ob。)
九

月
乙
巳
の
条
に

大
理
寺

少
卿
虞
謙
自
陳
、

建
文
時
、
臣

為
杭
州
知
府
、

嘗
建

言
、
天
下
僧
道
、
毎
人
止
令
畜
五
畝
、
無
田
者
官
給
之
、
余
有

常
住
田
悉
帰
官
、
以
給
無
田
之
民
、
僧
道
悉
免
其
賦
役
、
当
時

従
臣
所
言
、
行
之
◎

と
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
。

こ
れ
を
南
京
の
寺
荘
に
つ
い
て
見
る
と
、

「
欽
録
集
」
洪
武
十
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五
年
、

(HωoQN)
洪
武

二
十
五
年
の
条
に
そ
れ
ぞ
れ

洪
武
十
五
年
、
奉
聖
旨
、
天
界
寺
免
他
歳
収
参
千
石
内
、
該
納

糧
数
。
蒋
山
寺
免
他
歳
収
騨
千
石
内
、
該
納
糧
数
。
余
有
的
田

糧
井
差
役
、
倶
都
免
他
。
欽
此
。

洪
武
二
十
五
年
二
月
二
十
五
日
、
礼
部
為
伝
奉
聖
諭
事
。
摂
山

巌
因
崇
報
禅
院
、
還
改
棲
霞
禅
寺
為
額
。
原
有
山
場
田
地
、
倶

免
他
糧
差
、
欽
此
欽
遵
。

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ

っ
て
天
界
寺
、
霊
谷
寺
、
棲
霞
寺
が
、
洪
武

年
間
、
税
役
と
も
に
免
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た

「梵
刹
志
」
巻
十
六
天
界
寺
、
八
大
寺
定
租
碑

(万
暦
三
+
五
年
、

ド
①O刈、
葛
寅
亮
)
に
は

若
霊
谷
、
天
界
、
報
恩
、
難
鳴
、
能
仁
、
棲
霞
諸
刹
、
共
賜
有

謄
僧
田
、
近
五
百
頃
。
藍
洲
亦
幾
其
半
、
計
斗
受
租
、
秋
五
之

七
之
、
而
夏
三
之
。
勅
宗
伯
氏
、
稽
其
登
耗
、
錫

一
切
径
税
。

と
あ
り
、

葛
寅
亮
は
八
大
寺

(三
大
寺
と
五
次
大
寺
)
が
す
べ
て
税

役
免
除
の
恩
恵
を
蒙

っ
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
税
役
免
除
の
恩
恵
は
、
中
期
以
降
次
第

に

失
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
応
天
等

の
五
府
は
、
前
述
の
よ
う
に

「
興
王
之
地
」
と
い
う
理
由
で
民
田
全
免
の
原
則
が
施
行
さ
れ
た

地
域

で
あ

っ
た
が
、
前
掲

「高
淳
県
志
」
巻
八
賦
役
考
上
に
よ
る

と
、
民
田
は
宣
徳
年
間

に
は
馬
草
之
派
、
成
化
年
間
に
は
勧
米
之

加
、
嘉
靖
年
間

に
は
四
升
之
科
を
そ
れ
ぞ
れ
課
せ
ら
れ
、
や
が
て

官
田
と

一
則
で
課
税
さ
れ
て
い
る
。
従
来
官
田
の
み
が
税
糧
を
負

担
し
て
い
た
地
域
が
、
宣
徳
、
成
化
の
こ
ろ
か
ら
そ
の
負
担
が
次

第

に
民
田
に
及
び
、
や
が
て
常
税
と
な
り
、
さ
ら
に
は
官
民
等
則

と
い
う
税
糧
徴
収
率
が

一
般
的
に
な

っ
た
と
い
う
事
実
に
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
明
初
以
来
、
税
役
免
除
の
恩
恵
を

蒙

っ
て
き
た
南
京
寺
荘
は
、
恰
も
民
田
が
辿

っ
た
と
ほ
ぼ
同
じ
過

程
を
辿
っ
て
税
糧
負
担
の
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
梵
刹
志
」
巻
五
十
各
寺
租
額
条
例
、
官
粗
の
条
に

国
初
原

奉
旨
欽
免
、

弘
治
年
間
、

巧
立

勧
借
名
色
、

科
米
弐

升
、
隆
慶
年
間
、
証
称
丈
多
田
地
、
陸
続
加
税
、
然
初
議
即
丈

出
者
、
亦
止
有
正
課
而
無
襟
派
。

と
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
大
要
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
さ

ら
に
上
元
県
に
分
布
し
て
い
る
南
京
寺
荘

の
場
合

に
つ
い
て
見
る

と
、

「梵
刹
志
」
巻
五
十
各
寺
租
額
条
例

「
本
司
行
上
元
県
議
定

僧
録
司
徴
鮮
文
巻
」

(万
暦
三
十
四
年
、
H8
①)
に

照
得
、
霊
谷
、
天
界
、
報
恩
、
棲
霞
等
寺
、
倶
有
欽
賜
田
地
、

坐
落
上
元
県
、
国
初
奉
旨
、

田
線
井
差

役
倶
免
。

至
成
化
年

間
、
偶
因
蘇
松
水
災
、
毎
畝
勧
借
米
弐
升
。
.隆
慶
年
間
、
捜
称

丈
多
田
地
、
陸
続
陞
科
。
今
僅
免
雑
澄
差
樒
、
而
日
前
加
派
、

遂
為
定
額
。

と
あ
る
。
従

っ
て
上
元
県
に
お
い
て
も
成
化
、
弘
治
の
こ
ろ
か
ら
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勧
借
の
名
目
で
米
二
升
を
課
せ
ら
れ
、
隆
慶
年
間
に
は
丈
多
の
田

地
と
い
う
こ
と
で
さ
ら
に
加
税
さ
れ
た
が
、
雑
篠
だ
け
は
免
除
さ

れ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
ほ
ぼ
同
様
の
傾
向
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。

次
に
各
寺
荘
に
つ
い
て
、
こ
う
し
た
過
程
を
い
ま
少
し
詳
細
に

見

る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
霊
谷
寺
荘
の
場
合
は
、
洪
武
年
間
、
税

役
免
除
の
恩
恵
を
蒙

っ
て
い
た
が
、
弘
治
年
間
、
勧
借
米
八
五
石

九
斗
七
升
、
嘉
靖
年
間
、
米
二
〇
五
石
九
斗
七
升
を
そ
れ
ぞ
れ
出

し
、
わ
ず
か
に
差
役
だ
け
は
免
除
さ
れ
て
い
た
。
隆
慶
年
間
、
賜

田
の
う
ち
の
荒
田
を
熟
田
と
丈
量
さ
れ
、
さ
ら
に
二
六
八
石
六
斗

五
升
を
加
税
さ
れ
、
寺
僧
は
そ
の
負
担
に
苦
し
ん
だ
。
万
暦

二
十

一
年

(嵩
oω)
、

米
九
七
石
、

条
編
銀

八
八
両
余
り
を

課
せ
ら

れ
、
寺
僧
の
不
満
が
絶
え
な
か

っ
た
と
い
う
。

天
界
寺
荘
の
場
合
は
、
洪
武
年
間
、
霊
谷
寺
同
様
税
役
免
除
の

恩
恵
を
蒙

っ
て
い
た
が
、
成
化
年
間
、
蘇
松
の
水
災
を
理
由
に
勧

米

一
升
を
出
し
常
例
と
し
な
か
っ
た
が
、
い
ま

(万
暦
三
十
三
年

忘
8
)

に
至
る
ま
で
納
め
て
い
る
。

た
だ
種
々
の
雑
税
、
催
役

だ

け
は
免
除
さ
れ
て
い
た
。

一
方
棲
霞
寺
荘
の
場
合
は
洪
武
二
十

五
年
、
上
元
県
に
賜
田

=
二
頃
が
あ

っ
た
が
、
弘
治
年
間
、
毎
畝

勧
米

二
升
を

課
せ
ら
れ
常
税
と
な

っ
た
。

隆
慶
四
年

(嵩
刈O)
の

丈
量
の
際
、
賜
田
を
民
田
と
聞
違
え
ら
れ
た
た
め
、
寺
僧
は
改
め

て
調
査
を
依
頼
し
た
。

そ
の
結
果
、
勧
借
の
則
例
に

照
し
て
毎

畝
、
田
、
米

二
升
、
地
、
米

一
升
、
山
塘
、
米
三
合
を
課
し
、
差

役
だ
け
は

免
除
さ
れ
た
。

こ
こ
に
い
う

勧
借
の
則
例
と
は
、

成

化
、
弘
治
の
こ
ろ
か
ら
、
本
来
全
免
の
恩
恵
を
蒙

っ
て
い
た
民
田

に
も
課
せ
ら
れ
は
じ
め
た
臨
時
の
税
で
あ
る
が
、
隆
慶
四
年
霊
谷

寺
荘
の
場
合
に
お
け
る
や
や
詳
細
な
勧
借
米
則
例
が
あ
る
の
で
、

そ
れ
を
記
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

田地低
窪
田

荒
田

荒
地

丈
多
田

丈
多
地

毎 毎 毎 毎 毎 毎 毎
畝 畝 畝 畝 畝 畝 畝

 

以
上
の
諸
例
に
よ

っ
て
、

弘
治
の
こ
ろ
か

ら
、
洪
武
以
来
蒙

っ
て
き
た
税
役
免
除
の
恩
恵
が
失
わ
れ
、
勧
借

米
を
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
差
役
だ
け
は
免
除
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
南
京
寺
荘
全
体
が

一
様
に
こ
の
よ

う
な
過
程
を
辿

っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
各
寺
荘
と
も
か
な
り
顕
著

な
不
均
等
性
が
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
霊
谷
寺
荘
で
課
税
さ
れ

た
の
は

一
一
ケ
所
の
う
ち
四
ケ
所
、
天
界
寺
荘
は
六
ケ
所
の
う
ち

三
ケ
所
、
報
恩
寺
荘
は
ニ
ケ
所
の
う
ち

一
ケ
所
と
い
う
よ
う
な
具

合
で
あ
る
。
こ
の
著
し
い
不
均
等
性
は
、
地
味
の
肥
將
に
原
因
す

勧
米
二
升

勧
米

一
升

勧
米
五
合

荒
白
米
七
升
七
勺
六
抄

荒
白
米
四
升

勧
米
四
升

勧
米
二
升

南
京
寺
荘
は
成
化
、
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る
こ
と
も
あ

っ
た
よ
う
で
、
た
と
え
ば
天
界
寺
高
淳
荘
は
、
最
も

地
味
肥
沃
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ

っ
て
、
他
の
天
界
寺
荘
に
比

し
て
多
額
の
税
糧
を
徴
収
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
梵
刹
志
」
巻
五

十
各
寺

租
額
条
例

「高
淳
県
奉
本
部

定
租
勒
碑
文
」

(万
暦
歳
在

丙
午
、
三
十
四
年
)
に

本
寺
賜
田
、
坐
落
高
淳
県
相
国
坪
者
、
原
最
膏
膜
、
原
額
徴
米

柴
斗
伍
升
、
奉
旨
免
税
、
今
税
加
租
減
、
此
寺
僧
不
免
曉
々
。

と
あ
る
よ
う
に
、
天
界
寺
高
淳
荘
は
、
南
京
寺
荘
で
は
最
高
の
七

斗

五
升
の
租
米
を
徴
収
し
た
ほ
ど
の
肥
沃
な
田
を
も

っ
て
お
り
、

従
来
免
税
の

恩
恵
を

蒙

っ
て
い
た
が
、

成
化
年
間
か
ら

課
税
さ

れ
、
賜
田
と
し
て
の
恩
恵
は
完
全
に
失
わ
れ
て
民
田
と
同
様
に
扱

わ
れ
、
同
じ
天
界
寺
荘
で
あ
る
漂
陽
荘
に
は
課
税
さ
れ
な
い
と
い

う
、
こ
の
著
し
い
不
均
等
性
を
天
界
寺
僧
は
訴
え
て
、
善
処
を
求

め
て
い
る
の
で
あ
る
。

明
初
以
来
の
こ
う
し
た
過
程
は
、
勿
論
南
京
寺
荘
と
い
う
き
わ

め
て
限
定
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、
同
じ
江

南

に
お
い
て
も
漸
江
、
福
建
と
い
う
地
域
で
は
状
況
は
全
く
異
な

る
。
概
し
て
い
え
ば
、
南
京
寺
荘
よ
り
は
る
か
に
苛
酷
な
状
況
下

に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば

「
万
暦
興
化
府
志
」
巻

三
寺
観
の
条
に

按
請
中
寺
観
篭
院
、
載
紹
興
志
、
凡
二
百
五
十
余
、
所
載
弘
治

志
、
尚
三
十
七
所
、
今
考
寺
存
者
僅
十
九
、
観
二
而
已
、
其
間

又
寺
有
而
僧
迩
者
半
、
仙
邑
尤
甚
、
旧
所
載
田
糧
頗
股
、
(申
略
)

叉
奉
軍
門
例
、
充
餉
十
分
之
六
而
以
四
分
給
僧
香
灯
、
且
未
免

浮
根
之
累
、
(申
略
)
是
宜
官
府
梢
加
寛
郎
、
庶
幾
少
存

一
二
、

以
為
祝
聖
道
場
之
所
可
也
。

と
見
え
る
よ
う
に
、
あ
ま
り
の
苛
酷
さ
に
編
者
は
当
局
に
対
し
て

寛
郎
を
乞
う
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
う
し

た
傾
向
は
、
倭
竃
の

害
が
最
も
著
し
か

っ
た
福
建
地
方
に
至

っ
て
そ
の
極
限
に
達
す
る

脚

本
稿
の
目
指
す
範
囲
外
で
あ
る
の
で
す

べ
て
省
略
す
る
・
た

だ
こ
う
し
た
事
実
か
ら
、
南
京
寺
荘
が
漸
江
、
福
建
な
ど
の
地
域

に
比
し
て
、
か
な
り
微
温
的
状
況
下
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
を
知

れ
ば
、
当
面
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
こ
う
し
た
状
況
下
に
お
か
れ
て
い
た
南
京
寺
荘
は
、

具
体
的
に
ど
れ
ほ
ど
の
税
糧

(官
糎
)

を
負
担
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

こ
れ
を

知
る
手
が
か
り
と
し
て
、

南
京
の
霊
谷
、

天

界
、
報
恩
三
大
寺
荘
と
難
鳴
、
能
仁
、
棲
霞
、
静
海
、
弘
覚
五
次

大
寺
荘
に
つ
い
て
、

「
梵
刹
志
」

巻
五
十
各
寺

租
額
条
例

(万
暦

三
十
二
年
、
H①o蔭
)

か
ら
、

末
尾
に
掲
げ
た

別
表
を

作
成
し
た
。

従

っ
て
別
表
に
よ

っ
て
、
明
代
万
暦
年
間
に
お
け
る
南
京
の
ω
税

糧
を
負
担
し
た
寺
荘
、
ω
各
寺
荘
の
平
均
租
額
、
(米
、
銀
)
㈹
税

糧
を
負
担
し
た
寺
荘
の
平
均
税
糧
額
、
そ
し

て
ω
平
均
税
糧
額
の

対
平
均
租
額
比
な
ど
の
概
要
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

別
表
に
よ
れ
ば
、

八
寺

(三
大
寺
と
五
次
大
寺
)
所
有

の
三
二
荘
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の
う
ち
、
税
糧
を
負
担
し
た
の
は

一
五
荘
で
あ
り
、
全
体
の
ほ
ぼ

半
数
に
相
当
す
る
。
そ
の
う
ち
、
税
糧
を
銀
、
米
と
も
に
負
担
し

た
と
こ
ろ
は
わ
ず
か
に
霊
谷
寺
靖
東
荘
、
弘
覚
寺
蓮
花
等
好
、
東

坪
併
施
捨
、
静
海
寺
施
捨
田
地
の
四
ケ
所
に
と
ど
ま
り
、
残
り
の

一

一
ケ
所
は
税
糧
と
し
て
銀
だ
け
を
負
担
し
て
い
る
。
平
均
税
糧

額

は
、
毎
畝
米
四
升
七
合
か
ら
三
升
、
銀
六
分
九
厘
か
ら
四
厘
二

毫

に

及
ん
で
い
る
。

そ
し
て
米
、

銀
と
も
に
負
担
し
た
ど
こ
ろ

は
、
他
荘
に
比
し
て
銀
の
負
担
額
が
少
く
、
銀
の
み
負
担
し
た
と

こ
ろ
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
米
、
銀
と
も
に
負
担
し
た
と
こ

ろ
よ
り
は
、
銀
の
負
担
額
は
概
し
て
多
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
寺
荘
間
の
著
し
い
不
均
等
性
が
、
税
糧

負
担
額
に
お
い
て
も
ま
た
見
ら
れ
る
こ
と
に
、
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
平
均
税
糧
額
の
対
平
均
租
額
比
を
見
る
と
、
税

糧

(銀
)
で
、

対
租
額

(銀
)
比
が

五
〇
%
以
上
の
と
こ
ろ
は
、

霊
谷
寺
十
人
洲
、
難
鳴
寺
接
生
子
洲
の
ニ
ケ
所
を
除
い
て
、
租
米

は
徴
収
し
て
も
税
糧

(米
)
は
負
担
し
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
別
表
に
あ
ら
わ
れ
た
数
字
か
ら
、
税
糧
負
担
と
い

う
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
万
暦
年
間
と
い
う
こ
と
を
も
考
慮
に
入

れ
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
南
京
寺
荘
が
か
な
り
微
温
的
状
況
下
に

お
か
れ
て
い
た
と
判
断
し
て
も
、
さ
し
て
誤
り
で
は
な
い
と
思
わ

れ

る
。

次
に
南
京
寺
荘
が
負
担
し
た
税
糧
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
徴

収
さ
れ
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
元
来
寺
荘
が

負
担
す
べ
き
税
糧
は
、
寺
僧
の
不
正
行
為
に
よ

っ
て
彼
ら
の
私
腹

を
肥
や
す
た
め
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
の
で
、
そ
れ
を

eΦ

禁
じ
た
文
書
の
な
か
に

今
査
拠
各
県
丁
線
冊
及
由
票
、
開
載
冊
内
、
毎
銀
壱
両
、
傍
加

耗
費
伍
分
、
米
壱
石
、
加
耗
費
弐
斗
以
外
、
過
用
毫
厘
、
不
准

錆
算
、

銀
用
夏
租
、

限
染
月
初
、

米
用
冬
租
、

限
拾
月
初
、

(申
略
)
過
期
不
完
、
聴
県
衙
申
請
、
本
司
定
行
厳
究
。
(申
略
〉

如
有
先
期
騒
擾
、
及
額
外
加
派
者
、
該
司
申
部
呈
堂
執
弁
、
定

拘
該
県
房
書
究
責
、
母
許
甕
増
、
重
違
明

旨
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
寺
僧
の
不
正
行

為
を
防
止
す
る
た
め

に
、
各
県
の
丁
級
冊
の
記
載
に
照
し
て
、
銀

一
両
に
つ
き
耗
銀
五

分
、
米

一
石
に
つ
き
耗
米
二
斗
と
定
め
、
そ
れ
以
外
は
た
と
え
僅

か
で
も
勝
手
に
増
額
す
る
こ
と
を
禁
じ
、

銀
は
夏
租

(税
)
に
用

い
、
七
月
初
め
を
限
度
と
し
、

米
は
冬
租

(税
)
に
用
い
、
十
月

初
め
を
限
度
と
し
、
期
限
を
す
ぎ
て
も
完
納

し
な
い
時
は
県
衙
の

申
請
を
許
し
、
僧
録
司
は
そ
の
都
度
各
寺
に
完
納
を
促
し
た
。
ま

た
期
限
よ
り
先
き
に
、
し
か
も
定
額
以
上
に
税
糧
を
徴
収
す
る
者

が
あ
れ
ば
、
直
ち
に
召
喚
し
て
厳
重
に
調
査
し
、
本
来
の
趣
旨
に

違
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
各
県

の
丁
縷
冊
の
規
定
に
準
拠
し
て
税
糧
徴
収
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、

洪
武
十
四
年

(HGoQ◎H)

以
来
実
施
さ
れ
た
里
甲
組
織
の
も
と
に
寺
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荘
が
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
、
前
稿
に
も
ふ
れ
た
よ
う

に
、
租
税
の
徴
収
な
ど
は
す
べ
て
里
甲
組
織
を
通
じ
て
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一
般
に
、
江
南

の
官
田
が
里
甲
組
織

の
も
と
に
整
然
と
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
森
正
夫
氏

ω

の
研
究
に
詳
し
い
。

ま
た

「梵
刹
志
」
巻
五
十
各
寺
租
額
条
例

「本
司
行
上
元
県
議

定
僧
録
司
徴
鮮
文
巻
」

(万
暦
三
十
四
年
)
の
な
か
に

霊
谷
、
天
界
、
棲
霞
三
寺
、賜
田
官
糠
、
(申
略
)
三
寺
折
色
条
編

正
数
、
先
於
七
月
初
、
僧
録
司
鮮
県
、
其
綱
司
、
水
脚
、
学
耗
、

孤
老
等
銀
、
候
会
計
単
到
、
男
報
部
。
(中
略
)
及
将
本
年
条
折
正

銀

、
厳
限
起
鮮
外
。
又
看
得
、
三
寺
既

一
例
鮮
納
、
其
編
戸
亦
宜

帰
併
、
或
将
霊
天
棲
、
串
名
共
為

一
戸
、
或
将
天
界
棲
霞
、
改
入

霊
谷
甲
内
、

該
県
任
択
所
便
、

自
今
先

註
入
丁
糎
冊
、

候
大
造

年
、
即
為
改
正
。
(申
略
)
等
因
奉
此

(申
略
)
拘
各
該
図
里
書
井
該

甲
里
長
、
開
具
田
根
数
目
、
暫
揆
填
入
霊
谷
寺
内
壕
、
名
霊
天
棲

三
寺
名
目
、
傍
候
大
造
之
年
、
即
為
改
正
。

と
あ
る
に
よ
れ
ば
、
上
元
県
に
田
地
を
所
有
し
て
い
る
霊
谷
、
天

界
、
棲
霞
三
寺
を
併
せ
て

一
戸
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
天
界
、
棲

霞

二
寺
を
霊
谷
甲
内
に
編
入
す
る
か
、
こ
れ
は
県
当
局
に
ま
か
せ

る
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
方
法
で
税
糧
を
徴
収
し
よ
う
と
し
た
。

こ
の
結
果
、
該
図
、
該
甲
の
里
書
、
里
長
を
し
て
田
糧
の
数
目
を

書
き
出
さ
せ
、
一
時
霊
谷
甲
内
に
編
入
し
、十
年
に

一
度
の
賦
役
黄

冊
編
纂
の
時
を
ま

っ
て
全
面
的
に
改
正
す
る

こ
と
に
し
た
、
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
明
ら
か
に
里
甲
組
織
の
も
と
に
お
け

る
税
糧
徴
収
形
態
が
示
さ
れ
て
お
り
、
上
元
県
に
最
も
広
大
な
田

地
を
所
有
し
て
い
た
霊
谷
寺
を

一
つ
の
甲
に
編
成
し
、
そ
の
甲
内

に
天
界
、
棲
霞
二
寺
を
編
入
し
、
上
元
県
に
お
け
る
各
寺
荘
の
税

糧
を

一
括
徴
収

し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
方
法

は
、

「
大
造
之
年
」
す
な
わ
ち
賦
役
黄
冊
の
編
纂
に
際
し
て
、
さ

ら
に

一
般
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

清
朝
の
人
、

釈
実
月
の
撰
し
た

「
武
林
理
安
寺
志
」

巻
四
田

畝
、
当
事
禁
約
、
藩
司
憲
牌
に
は
、
清
朝
康
熈
年
間
、
理
安
寺
荘

が
嘉
興
府
、
杭
州
府
、
蘇
州
府
な
ど
各
地
に
散
在
し
て
税
糧
徴
収

に
不
便
で
あ

っ
た
の
で
、
近
隣
の
田
地
と
遠
隔
の
寺
荘
と
を
交
換

し
て
、
寺
荘
を

一
ケ
所
に
集
中
さ
せ
て

一
つ
の
行
政
区
画
で
あ
る

「
僧
図
」
を
つ
く
り
、
税
糧
徴
収
の
便
を
は
か
っ
た
こ
と
が
見
え

て
い
る
。
こ
こ
に
も
、
寺
荘
の
税
糧
が
里
甲
組
織
の
も
と
に
徴
収

さ
れ
て
い
た
事
実
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
、
南
京
寺
荘
の
税
役
負
担
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
要
す

る
に
、
洪
武
年
間
、
賜
田
に
与
え
ら
れ
て
い
た
税
役
免
除
の
恩
恵

が
、
中
期
以
降
す
な
わ
ち
成
化
、
弘
治
の
こ
ろ
か
ら
次
第
に
失
わ

れ
、
最
初
は
勧
借
米

二
升
を
納
め
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
万
暦
年

間

に
は
別
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
八
寺
荘
の
う
ち
ほ
ぼ
半
数
の
寺

荘
が
税
糧
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
。
し
か
し
差
役
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だ

け
は
免
除
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
税
糧
額
の
対
租
額
比

か
ら
見
る
と
、

南
京
寺
荘
は
漸
江
、

福
建
な
ど
の
地
域

に
比
し

て
、
税
糧
負
担
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
か
な
り
微
温
的
状
況
下
に
お

か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
税
糧
は
他
の
官
田
の
場
合

と
同
じ
く
、
里
甲
組
織
を
通
じ
て
徴
収
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

註
①
森
正
夫
氏

の
研
究

に
よ
る
と
、
十
六
世
紀
初
頭
で
あ
る
正
徳
期

ご
ろ

を
画
期
と
し
て
、

江
南

一
帯
に
は
官
民
等
則

の
税
糧
徴
収
率
と
雑
役

労
働
賦
課
と
の

急
速

な
増
大
が

見
ら
れ

る
と

い
う
。
(前
掲
論
文
下

参
照

。)

②

「
梵
刹
志
」
巻
五
十
各
寺
租
額
条
例

「
秦
通
判
議
霊
谷
寺
田
、
不
宜

加
派
牒
文
」

(万
暦
二
十

一
年
、
嵩
り
。。
)

に

霊
谷
寺
僧
性
紘
等

、
連
名
告
称
、
洪
武

二
年
、
蒙
太
祖
高
皇
帝
、
特

為
陵
寝
香
火

(中
略
)
後
至
弘
治
年
間
、
因
陳
西
荒
早
、
勧
借
米
捌

拾
伍
石
玖
斗
柴
升

。
於
嘉
靖
年
間
、
将
草
折
米
共
弐
百
伍
石
玖
斗
柴

升
、

差
役
倶
無
。

亦
於
隆
慶
騨
年
、

将
原
賜
数
内
荒

田
、

丈
量
報

熟
、

加
粗
弐
百
陸
拾

捌
石
陸
斗
伍
升
。

共
無
告
弁
至
累
、

寺
廃
僧

窮
。
今
蒙
価
加
官
根
玖
拾
染
石
、
条
編
銀
捌
拾
捌
両
騨
銭
蝉
分
。
蟻

僧
不
無
　
窟
告
鳴

。

と
あ

る
。

③

「
梵
刹
志
」
巻
五
十
各
寺
租
額
条
例

「
応
天
府
査
免
上
元
県
襟
派
帖

文
」

(万
暦
三
十
三
年
)
に

随
経
査
得
、

本
寺
前
項
田
地
、

始
自
洪
武
年

問
欽
賜
、

至
成
化

年

、

間
、
因
蘇
杭
弐
州
水
災
、
蒙
巡
撫
都
爺
王
奏
請
、
凡
欽
賜
田
地
、
毎

畝
勧
米
壱
升
、
不
為
常

例
、
迄
今
不
免
。
止
納
随
田
勧
米
、
不

当
夫

馬
雑
涯
外
派
差
催
。

と
あ
る
。

④

「
梵
刹
志
」
巻
五
十
各
寺
租
額
条
例

「
応
天
府
査
免
棲
霞

寺
襟
派
帖

文
」

(万
暦

十
七
年
、
Hα
。。
り
)

に

本
寺

於

洪
武
弐
拾
伍
年
、

荷
蒙
太
祖

欽
賜
香
灯
田
地

壱
拾

参
頃
有

零
、
坐
落
上
元
県
長
轟
郷
地
方
。
弘
治
年
間
、
賑
辺
緊
急
、
毎
畝
勧

借
米
弐
升
、
遂
以
為
常
弁
納
無
異
。

隆
慶
蝉
年
、

遇
例
丈
量
、

(中

略
)

里
書
遺
失

欽
賜
字
様
、

致
将
本

寺
賜
田
、

混
与
民
田
壱
則
科

米
。

(中
略

)
断
令
傍
照
勧
借
則
例
、

毎
田
壱
畝
科
米
弐
升
、

毎
地

壱
畝
科
米
壱
升
、
山

猶
毎
畝
科
米
参
合
、
免
其
雑
漉
差
役
。

と
あ
る
。

⑤

「
梵
刹
志
」
巻
五
十
各
寺
租
額
条
例

「
霊
谷
寺
派
糧
縁
由
」

(万
暦

年
間
)
に
よ
る
。

⑥

「
皇
明
世
法
録
」
巻
三
十
九
黄
冊
、
洪
武
二
十
四
年

(目
GQ
ゆ
H)
正
徳

六
年

(Hα
　
)

「
嘉
靖
実
録
」

巻
四
百
八
十
九
、

嘉
靖
三
十
九
年

(嵩
①
O
)
十
月
戊
戌
そ
の
ほ
か

「
続
文
献
通
考
」
巻
十
六
賦
役
考
、

「
大
明
会
典
」
巻

二
十
戸
口
二
黄
冊
な
ど
に

奄
観
寺
院
、
己
給
度
牒
、
僧
道
有
田
線
者
、
編
入
黄
冊
、
同
里
甲
供

応
賦
役

(与
里
甲
納
糧
当
差
、
於
戸
下
開
写

=
戸
、
某
寺
院
蕎
観
、

某
僧
某
道
、
当
幾
年
里
長
甲
首
)
、
無
糧
者

(無
田
糧
者
)
、
編
入

帯
管
碕
零
。

(

)
内

は

「
皇
明
世
法
録
」

に
よ
る
。
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と

い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
は
上
述
の
趣

旨
と

一
見
矛
盾
す

る
よ
う

で
あ
る
が
、

こ
の
記
事
は
私
田
を
も

つ
僧
道
個
人
に
関
す
る
も

の
で

あ

っ
て
、

い
わ
ゆ
る
寺
荘

に
関
す
る
も

の
と
は
別
個
で
あ
る
と
老
え

る
。
す
な
わ
ち
私
田
を
所
有
し
て
い
る
寺
僧
は
、
個
人
と
し

て
、
私

田
所
有
者
と
し
て
里
甲
組
織
に
編

入
さ
れ
、
そ
の
私
田
に
対
す

る
徴

税
、

当
差

に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か

っ
た
と
老

え
ら
れ

る
。

こ
の

こ
と
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
中
期
以
降
、
寺
院
全
体
が
里
甲
組
織
に

編

入
さ
れ

て
、
そ
の
寺
荘
に
対
す

る
徴
税

に
応
ず

る
と

い
う
事
実
と

対
比
し

て
考

え
れ
ば
、

一
層
明
瞭

で
あ
る
。

⑦

「
梵
刹
志
」
巻
五
十
各
寺
租
額
条
例

「本
部

移
各
撫
院
行
高
淳
県
議

租
文
」

(万
暦
三
十
三
年
)

に

天
界
寺

僧
告
称
、

天
界
寺

欽
賜
田
参
千
染
百
弐
拾
壱
畝
、

坐
落
高

淳
県
相
国
坪
、

(中
略
)
奉

旨

一
応
差
役
倶
免
、

委
与
漂
陽
等

県
無

異
。

成
化
年
間
、

毎
畝
止
勧
米
弐
升
、

(中
略
)
該
寺
所
有
高
淳
県

田
、
係
欽
既
賜
、
奉
旨
免
税
、
何
以
不
奉
旨
而
科
税
、
又
何

以
漂
陽

等
県
不
科
而
高
淳
県
独

科
。
即
科
税
　
、
是
等
賜
田
干
民

田
、
何
以

民
田
租
多
而
賜
田
租
少
、
況
賜
田
民
田
又
同
在
相
国
坪
内
、
膏
膜
相

等
、
難
以
差
別
也
。

と
あ
る
。

⑧
福

建
地
方

に
お
け
る

寺
荘

の
税
役
負
担

に

つ
い
て
は
、
「
天
下
郡
国

利
病
書
」
巻
九
十
三
潭
州
府
の
条

に
詳

し
い
。

⑨
別
表
を
作
成
す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
方
法
に

よ

っ
た
。

ω
各
寺
荘
の
面
積

は
田
、
地
、
山
、
塘
、
洲
の
合
計

で
あ

る
。

回

「
毎
畝
租
米

(
銀
)
」

の
欄
に
は
、

全
租
額

(米
、
銀
)

を
全
面

積

で
除
し
た
額

を
記
入
し
た
。
従

っ
て
田
、
地
、
山
、
塘
、
洲
個

々
に

つ
い
て
の
租
額

の
多
寡

を
無
視
し
た
平
均
租
額

で
あ

る
。

'

的

「
毎
畝
官
糠

(米
、
銀
)
」
の
欄
も
回
と
同
様
の
方

法
で
算
出
し

た
平
均
官

糠
額

で
あ

る
。

ω
官
糠
の
対
租
額
比
は
、
租
額
を

一
〇
〇
と
し
た
場
合

の
官
糠
額

の

占
め
る
割
合
を
、
%

で
あ
ら
わ
し
た
。

困
租
額
と
官
糎
額

は
概
算
に
よ
る
数
字

で
あ
り
、
多
少

の
誤
差
は
止

む
を
得

な
い
。

⑩

「
梵
刹
志
」
巻
五
十
各
寺
租
額
条
例

「
官
糠
」
の
条

に
、
弘
治
年
聞

か
ら
勧
借
米

二
升
が
課
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
続

い
て

今
房
書
毎
仮
此
需
索
、
上
下
其
手
、
而
管
事
僧
因
以
為
利
。
凡
交
官

倶
称
加
二
加

三
、
以
報
循
環
、
且
又
交
不
以
時
。
那
前
僚
後
、
動
称

借
債
、
明
係
欺
証
。

と
あ
る
。

⑪
森

正
夫

「
明
初
江
南

の
官
田

に
つ
い
て
ー
蘇
州

・
松
江

二
府
に
お
け

る
そ
の
具
体
像
ー

」
上
下

(東
洋
史
研
究

十
九
の
三
、
四
)
参
照
。

三

、

寺

荘

の

変

化

上
述

の

よ
う

に
、

南

京

寺

荘

は
税

役

負

担

と

い
う

点

に
関

す

る

か

ぎ
り

、

か

な
り

微

温

的

状

況

下

に

お

か

れ

て

い
た

こ
と

を

確

め

得

る

の

で
あ

る
が

、

そ
れ

に
も

か

か
わ

ら

ず

、

中

期

以

降

、

寺

僧

が

し
ば

し

ば

経

営

困

難

を

訴

え

は
じ

め

る

の
は

、
前

稿

で
指

摘

し

た

い
わ

ゆ

る
頑

佃

抗

租

と

い
う

現

象

に
原

因

の

一
つ
を

求

め
得

る
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脚

し
か
し
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
官
僚
、
富
豪
な
ど
の
寺
荘
承
佃

と

い
う
事
実

に
関
連
し
て
、

寺
荘
が
常
に
内
外

両
面
か
ら
の
侵

占
、
典
売
な
ど
の
危
険
に
脅
か
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
、
よ

り
根
本
的
な
原
因
を
求
め
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
南

京
寺
荘
は
、

一
方
で
は
悪
質
な
寺
僧
に
よ
っ
て
、
他
方
で
は
頑
佃

を
は
じ
め
富
豪
、
官
僚
さ
ら
に
は
里
長
、
根
長
と
い
う
よ
う
な
階

層
に
よ

っ
て
、
度
々
侵
占
、
典
売
さ
れ
る
と
い
う
被
害
を
蒙

っ
て

い
る
。

「
梵
刹
志
」
巻
三
霊
谷
寺
、
本
寺
護
勅

(成
化
九
年
ぱ
お
、

正
月
二
十
四
日
)
の
な
か
に

今
、
徳
黙

(僧
録
司
左
覚
義
)
奏
言
、
本
寺
歳
久
被
人
作
践
擁
擾

用
、
是
特
頒
勅
護
持
、
凡
官
員
軍
民
諸
色
人
等
、
自
今
以
往
、

母
得
出
入
作
践
、
縦
難
樵
牧
、
軽
易
褻
濱
欺
陵
、
及
不
許
侵
占

原
揆

藍
場
井
謄
僧
田
地
、

敢
有
違
者
、

許
本
寺

住
持
指
名
奏

聞
、
論
之
以
法
。

と
あ
り
、

同
書
巻
四
棲
霞
寺
、

重
建
棲
霞
寺
天
王
殿
記
」

(万
暦

(二
十
年
)

壬
辰
、
嵩
ゆト。九
月
)
の
な
か
に

自
斉
梁
而
来
派
伝
、
蓋
千
有
余
載
、
時
維
洪
武
載
、
錫
嘉
名
、

又
詔
賜
謄
僧
田
山
壱
千
参
百
余
畝
、
視
天
界
霊
谷
為
比
翼
焉
、

顧
成
化
之
後
、
日
就
浬
没
、
泊
嘉
靖
之
初
、
幾
為
嘘
　
。

と
あ
り
、

さ
ら
に

同
書
巻

十
六
天
界
寺
、

諸
刹
常
住
田
碑
小
引

(
葛
寅
亮
、
万
暦
三
十
五
年
)
に
は

其
他
中
小
刹
亦
有
壇
越
所
施
。
今
或
有
或
没
。
或
増
或
損
、
田

与
籍
多
不
相
蒙
而
不
可
悉
問
　
。
(中
略
)
然
此
皆
常
住
所
隷
而

非
僧
人
私
業
、

檀
越
施
所
、

計
為
不
朽
者

未
幾
、

而
侵
之
豪

右
、
貿
之
黙
僧
。

と
あ
る
こ
と
な
ど
に
よ

っ
て
、
霊
谷
、
棲
霞
両
寺
を
は
じ
め
、
多

く
の
南
京
寺
荘
が
、
官
僚
あ
る
い
は
軍
、
民

な
ど
の
階
層
に
よ

っ

て
侵
占
、
典
売
、
盗
売
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

以
下
、
こ
う
し
た
事
実
を
よ
り
具
体
的
に
追
求
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
中
期
以
降
、
南
京
寺
荘
に
お
け
る
変
化
の
過
程
を
明
ら
か

に
し
た
い
。

ま
ず
外
部
の
勢
力
に
よ
っ
て
寺
荘
が
侵
占
、
典
売
さ
れ
た
場
合

か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

「
梵
刹
志
」
巻
五
十
各
寺
租
額
条
例

「本

部
清
還
能
仁
寺
剣
場
便
界
告
示
」

(
万
暦
三
士

ご
年
)
の
な
か
に

能
仁
寺
官
住
仁
助
等
巾
称
、
本
寺
欽
賜
梅
子
洲
捌
百
余
畝
、
自

来
取
租
、

(中
略
)
相
伝

弐
百
余
年
。

今
拠
作
戸
揚
応
節
等
報

到
。

難
月
拾
陸
日
、

有
地
虎

一
起
椅
勢

逼
献
、

糾
覚
参
拾
余

人
、
将
耳
壇
、
控
敏
数
丈
、
故
放
江
水
入
坪
、
夏
麦
尽
漁
、
秋

禾
失
望
、
呑
占
賜
田
事
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
能
仁
寺
梅
子
洲

八
〇
〇
余
畝
は
、
二
〇

〇
年
の
伝
統
を
も
ち
な
が
ら
、
佃
戸
三
十
余
人
の
集
団
に
坪
垣
を

破
壊
さ
れ
、
夏
麦
秋
禾
と
も
に
全
滅
し
、
賜

田
は
完
全
に
彼
ら
に

よ

っ
て
呑
占
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
南
京
に
あ
る
霊
応
観
所
有

の
田
地

の
よ
う
に
、
軍
民
あ
る
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い
は
官
僚
な
ど
多
く
の
階
層
に
承
佃
さ
れ
、
彼
ら
は
つ
ぎ
つ
ぎ
に

他
人
に
佃
与
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
多
く
の
利
益
を
得
、
道
士
を
大

い
に
困
窮
さ
せ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
も
あ

っ
た
。

「嘉
靖
実
録

巻

八
十
二
嘉
靖
六
年

(
ド竃
刈
)
十

一
月
甲
午
の
条
に

僧
寺
之
業
、
田
租
本
軽
、
多
為
宮
豪
、
違
例
典
売
、
筒
勢
併
田

連
降
阻
、
科
取
重
租
、
甚
者
僧
舎
仏
盧
、
井
為
己
有
。
亦
宜
改

正
事
。

と
見
え
る
が
、
こ
れ
は
寺
荘
が
多
く
官
僚
、
富
豪
な
ど
に
よ

っ
て

典
売
さ
れ
、
甚
だ
し
い
場
合
に
は
、
寺
荘
の
み
な
ら
ず
僧
舎
ま
で

呑
占
さ
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
実
録
が

伝

え
る
官
僚
の
寺
荘
典
売
と
い
う
事
実
に
比
較
的
近
い
例
を
、
南

京
慈
相
寺
の
場
合
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち

「梵

刹
志
」
巻
五
十
各
寺
租
額
条
例

「
本
司
査
弘
覚
下
院
田
地
湖
冊
帖

文
」

(
万
暦
十
四
年
、
Hα。。①
)
の
な
か
に

今
被
積
棍
張
鐘
張
元
詔
等
、
田
土
相
連
希
図
謀
占
買
出
、
盧
州

府
指
揮

同
知
張
助
臣
出
名
、

令
張

森
具
稟
内
称
、

始
祖
張
徳

勝
、
原
籍
合
肥
県
人
、
原
有
欽
賜
田
地
山
塘
伍
百
余
畝
、
坐
落

江
寧
県
朱
門
郷
参
図
地
方
、
有
湖
冊
可
査
。
伏
乞
移
文
取
査
。

(中
略
)
今
拠
該
科
抄
録
黄
冊
壱
本
、

到
司
査
対
、

並
無
張
鋤

臣
名
目
、
正
与
正
徳
拾
年
按
院
昊
帖
文
相
同
。
足
見
張
鍾
張
元

詔
張
助
臣
張
森
等
、

謀
占
前
田
。

是
実
張

元
詔
張
森
等
、

各

責
治
外
、
合
将
黄
冊
発
寺
、
抄
録
壱
本
、
併
再
給
帖
各
寺
、
防

照
為
此
帖
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
ω
無
頼
の
徒
で
あ
る
張
鐘
、
張
元
詔
ら

が
慈
相
寺
の
田
地
を
占
買
し
よ
う
と
計
画

し
た
こ
と
、
②
そ
の
手

段
と
し
て
、
張

一
族
の
盧
州
府
同
知
張
助
臣
の
名
義
を
出
し
た
こ

と
、
㈲
そ
し
て
張
森
を
し
て
、
わ
が
祖
先
張
徳
勝
に
は
賜
田
地
山

塘
五
〇
〇
余
畝
が

江
寧
県
朱
門
郷
三
図
地
方
に
あ

っ
た
こ
と

(
実

は
慈
相
寺
所
有
の
田
地
山
塘
で
あ
っ
た
が
)
を
奏

上
さ
せ
た
こ
と
、
ω

黄
冊
を
調
査
し
た
結
果
、
張
鋤
臣
の
名
義

は
な
く
、
従

っ
て
張
鐘

ら
の
寺
田
謀
占
の
計
画
が
露
呈
し
た
こ
と
、
そ
し
て
最
後
に
、
㈲

彼
ら
を
厳
重
に
罰
す
る
と
と
も
に
、
今
後

か
か
る
不
祥
事
の
な
い

よ
う
に
黄
冊
の
抄
録

一
本
を
各
寺
に
給
し
た
こ
と
、
な
ど
が
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
里
長
、
線
長
な
ど
に
よ

っ
て
も
、
寺
荘
は
侵
占
、
典
売
さ

れ
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち

「梵
刹
志
」
巻
五
十
二
各
寺
公

産
条
例
に

則
有
審
敏
奄
田
之
被
占
於
里
長
李
鶴
等

、
復
告
、
上
元
県
昭
明

院
田
之
被
占
於
生
員
戎
自
華
等
。

と
あ
る
よ
う
に
、
審
轍
蕎
の
田
は
里
長
李

鶴
ら
に
侵
占
さ
れ
、
ま

た
上
元
県
に
あ
る
昭
明
院
の
田
は
、
府
州
県
学
の
学
生
戎
自
華
ら

に
よ
っ
て
侵
占
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方

「
欽
録
集
」
洪
武

十
五
年
九
月
二
十
五
日
の
条
に
は

常
州
府

武
進
県

懐
徳
郷
糧
長
陸
衡
、

典

了
弥
陥
寺

田
土
参
千
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畝
、
止
還
壱
千
畝
。

と
あ
り
、

弥
陥
寺
田
土

三
千
畝
は
糎
長
陸
衡
に
よ
っ
て
典
売
さ

れ
、
た
だ

一
千
畝
だ
け
を
返
還
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
外
部
か
ら
の
寺
荘
の
侵
占
、
典
売
に
加
え
て
、
内
部

の
寺
僧
に
よ
る
侵
占
、
典
売
に
よ

っ
て
、
寺
荘
の
蒙
る
被
害
は

一

層
増
大
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
す
で
に
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、

管
事
僧
な
ど
は
自
ら
の
役
職
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
度
々
不

正

を
働
き
、
税
糧
の

一
部
を
横
領
し
、
寺
荘
の
経
営
に
と

っ
て
大

き
な
障
害
と

な

っ
て
い
た
。

「
梵
刹
志
」

巻
五
十

各
寺
租
額
条

例
、

天
界
寺

「撫
院
盗
覆
本
部
行
高
淳
県
定
租
文
」

(
万
暦
三
+

四
年
)
の
な
か
に
は

惟
是
毎
年
為
管
事
頭
目
、
従
中
操
権
多
方
作
幣
。
故
民
之
納
租

也
、
未
嘗
後
期
、
而
寺
之
得
租
也
、
後
期
。
民
之
納
租
也
、
未

嘗
短
少
、

而
寺
之
得
租
也
、

短
少
。

民
之
納
租
也
、

未
嘗
糠

枇
、
而
寺
之
得
租
也
、
糠
枇
。
以
僧
民
之
髄
而
為
騨
伍
好
猜
朋

騨
乾
没
、
良
可
惜
也
。

と
あ
り
、
こ
の
間
の
事
情
を
明
瞭
に
物
語

っ
て
い
る
。
次
に
同
書

同
巻

「佃
帖
」
の
条
に

叉
有
本
寺
僧
承
佃
者
、
以
公
産
割
為
私
業
、
好
幣
尤
多
、
応
与

衆
戸

一
例
厳
査
、

弗
得
姑
縦
。

(申
略
)
方
准
承
佃
、

如
或
未

経
給
帖
、
私
相
交
易
、
即
係
盗
売
強
占
。
管
庄
僧
及
甲
首
、
随

即
指
名
赴
稟
、
定
行
重
責
枷
号
、
追
田
還
寺
。

と
あ
り
、
寺
僧
が
勝
手
に
寺
荘
を
奪

っ
て
私

田
と
す
る
場
合
が
多

く
、
も
し
寺
荘
を
盗
売
、
侵
占
し
た
者
は
、
管
荘
僧
、
甲
首
ら
に

よ
っ
て
厳
し
く
そ
の
責
任
を
追
求
さ
れ
、
盗
売
ま
た
は
侵
占
さ
れ

た
田
地
は
、
再
び
寺
院

に
返
還
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
う
し
た

寺
僧
に
よ
る
寺
田
の
典
売
は
、
当
時
さ
か
ん
に
行
わ
れ
、
た
と
え

ば
前
出
慈
相
寺
の
田
地
は
、
寺
僧
性
暁
、
性

蕉
ら
に
よ
っ
て
弘
覚

寺
僧
昌
順
ら
に
盗
売
さ
れ
、

一
方
同
寺
僧
如

意
ら
に
よ
っ
て
も
、

欽
賜
の

田
地
山
塘

一
五
〇
余
畝
が

難
鳴
寺

僧
正
英

ら
に
典
売
さ

れ
、
如
意
は
銀
六
五
両
を
得
た
と
い
う
。
ま
た
衡
陽
寺

は
常
住
田

五
二

一
畝
の
う
ち
九

一
畝
が
寺
僧
に
よ

っ
て
盗
売
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
万
暦
三
十
五
年
正
月
五
日
、
た
ま
た
ま
本
寺
を
訪
れ
た
泰
洪

邦
ら
の
言
に
よ
る
と
、
住
持
如
界
は
寺
の
古
木
を
尽
く
盗
売
し
、

管
事
僧
興
階
、

僧
真
暁
ら
は
、

如
界
と
共
謀
し
て
山
木
を
盗
売

し
、
さ
ら
に
歳
収
約
二
百
余
石
の
う
ち
、
寺
僧
三
名
の
食
米
を
除

い
た
す
べ
て
を
横
領
し
、
殿
堂
修
理
の
用
に
充
て
な
か

っ
た
と
い

ωう
。
住
持
如
界
、
僧
真
暁
に
つ
い
て
同
所
に

如
界
房
内
、

搦
列
量
酒
、

真
暁
房
内
、

歳
匿
二
婦
陸
氏
、

孫

氏
。

と
見
え
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
行
状
に
は
甚
だ
好
ま
し
か
ら
ぎ
る
と

こ
ろ
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
南
京
寺
荘
に
お
け
る
変
化
の
過
程

に
つ
い
て
考
察
し
て

き
た
が
、

内
外
両
面
か
ら
の
侵
占
、

典
売

あ
る
い
は
盗
売
行
為
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は
、
寺
荘
の
経
営
に
大
き
な
支
障
を
き
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

従

っ
て
、

各
寺
で
は
寺
荘
の
盤
費

(
所
要
経
費
)
を
最
少
限
に
止

め
、
も
し

余
計
な

出
費
が
あ
れ
ば

荘
僧
に
自
弁
さ
せ
る

こ
と
に

し
、
天
界
寺
高
淳
荘
で
は
、
経
費
節
約
の
た
め
荘
僧
を
廃
し
て
、

佃
戸
に
直
接
税
糧
を
納
入
さ
せ
る
と
い
う
論
議
も
な
さ
れ
た
ほ
ど

で
あ

っ
た
が
、
結
局

以
佃
戸
納
税
、
則
此
田
似
佃
戸
有
也
。
索
物
者
必
問
其
主
、
而

非
主
則
混
　
。

と
い
う
理
由
で
、
と
り
や
め
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状

況

に
対
し
て
朝
廷
で
は
、

「欽
録
集
」
洪
武
十
五
年
三
月
初
六
日

の
条
に

曹
国
公
欽
奉
聖
旨
、
天
下
僧
道
的
田
土
、
法
不
許
買
、
僧
窮
寺

窮
。
常
住
田
土
、
法
不
許
売
、
如
似
此
之
人
、
籍
没
家
産
、
欽

此
。

・

と
見
え
、

ま
た

「
大
明
律
」
成
化
十
三
年

(
辰
"刈
)
の
条
に
は

僧
道
将
寺
観
各
田
地
、
朦
朧
投
献
、
私
捏
文
契
、
曲
ハ売
者
投
献

之
人
、
問
発
辺
衙
、
永
遠
充
軍
。
田
地
給
還
各
寺
観
。
其
受
投

献
家
長
併
管
荘
人
、
参
究
治
罪
。
夫
寺
観
田
土
、
不
許
典
売
。

と
も
見

え
る
よ
う
に
、

僧
道
寺
観
の

田
土
に

関
す
る

一
切
の
売

買
、
典
売
を
禁
じ
、
賜
田
保
護
の
態
度
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

然

る
に

上
述
来
の

さ
ま
ぎ
ま
な
史
実
は
、

か
か
る
朝
廷
の
方
針

が
、
ほ
と
ん
ど
実
行
さ
れ
る
こ
と
な
く
し
て
明
末
に
及
ん
で
い
っ

た
こ
と
を
推
察
せ
し
め
る
に
十
分
で
あ
る
。

註
①
前
稿

・
四
、
寺
荘

の
耕
作
者
の
条

参
照
。

②

「
金
陵
玄
観
志
」
巻

二
石
城
山
霊
応
観

「
本
部
給
該
観
執
業
鳥
竜
潭

帖
文
」
参
照
。

③
前
出

「本

司
査
弘
覚
下
院
田
地
湖
冊
帖
文
」

(
万
暦
十
四
年
ψ

の
な

か
に

近
因
僧
性
暁
性
悉
、
将
田
地
盗
売
、
与
弘
覚
等
寺
僧
昌
順
等
。
該
本

司
査
出
、
将
性
暁
性
悉
追
牒
、
田
地
無

人
看
守
、
呈
堂
着
弘
覚
寺
常

住
、
常
管
取
租
供
衆
。

と
あ
り
、
ま
た

「
本
部
筍
管
絶
僧

寺
産
帖
文
」

(
万
暦

三
十

三
年

)

に
は

慈
相
寺
田
、
原
係
欽
賜
、
先
年
有

僧
如
意
、
将
田
地
山
蕩
共
壱
百
伍

拾
余
畝
、
出
典
与
難
鳴
寺
僧
正
英

、
得
銀
陸
拾
伍
両

。

と
あ
る
。

④

「
梵
刹
志
」
巻
五
十
各
寺
租
額
条
例

「
本
部
筍
管
絶
僧

寺
産
帖
文
」

(
万
暦
三
十
五
年

)
に

衡
陽
寺
常

住
、
原
有
国
初
在
碑
田
地
山
塘
参
百
騨
拾
壱
畝
。
続
又
有

徐
鎮
等
施
捨
田
地
壱
百
捌
拾
余
畝
。
共
伍
百
弐
拾
壱
畝

零
。
被
寺
僧

盗
売
、

出
玖
拾
壱
畝
。

(中
略

)
今
於
本
年
正
月
初
伍

日
、

偶
親
至

該
寺
、

随
有
地
方

居
民
泰
洪
邦
等
稟
称
、

住
持
如
昇
、

将
蔭
寺
古

木
、
尽
数
盗
欣
打

。
(中
略

)
管
事
僧

興
…楷
、

僧
真
暁
、

亦

通
同
、

魑
売
引
、
至
山
場
。
果
見
存
有
樹
根
自
壱
尺
以
至
蝉
尺
囲
円
、
共
計

陸
拾
壱
顯
。
又
毎
年
所
収
夏
秋
租
糠
約
該
弐
百
余
石
、
寺
内
僧
衆
通
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共
不
過
参
名
、

所
食
有

限
。

其
多
余
者
、

皆
係
如
昇
及

興
楷
真
暁

等
、
侵
匿
入
已
、
並
不
為
修

理
殿
堂
之
用
。

と
あ
る
。

⑤

「梵

刹
志
」
巻
五
十
各
寺
租
額
条
例

「
盤
費

」
の
条

に
、

夏
冬

二
季
、
各
定
限
両

月
、
逐

日
盤
費
、
照
庄
大
小
酌
定
、
自
収

租

起

至
交
寺
止
。

一
応
裸
用
、
倶
在
所
議
額
数
申
。
不
得
多
開
名
色
、

鍮

額
過
用
、
限
外
不
完
、
即
庄
僧
自
己
賠
費
、
不
得
添
補
。
搬

運
已

有

脚
米
、
錐
路
程
遠
近
不
等
、
而
寛
緊
倶
已
足
用
。
酬
労
已
有
耗
銀

耗
米
、
錐
大
小
庄
多
寡

不
等
、
而
労
逸
亦

適
相
当
。
不
依
定
額
、

即

不
准
鎖
算
、
傍
行
徽

鎖
。

と
あ
る
。

⑥
前

出
、
天
界
寺
高
淳
荘

「
撫
院
盗
覆
本
部
行
高
淳
県
定
租
文
」

(
万

暦

三
十
四
年

)
に

故
今

日
議
、
日
革
管

庄
之
僧
、
以
免

侵
漁
也
。
.干
露
去
夷
、
然
而
管

庄
似
未
易
革
也
、
何
也
、
以
有
管
庄
而
後
僧
之
与
田
始
相
聯
属
也
。

懲

晴
者
、
当
治
其
疇
而
廃
食
則
過
夷

。
議
之
日
免
僧
人
之
納
税
、
径

令
佃
戸
抽
納
也
。
干
費
省
夷
、
然
而
知
納
似
未
易
行
也
。

と
あ
る
。

四

、

む
す
び

に
か

え

て

以
上
三
章
に
わ
た
っ
て
、
南
京
寺
荘
の
税
役
負
担
を
中
・ゆ
に
、

明
末
に
至
る
寺
荘
変
化
の

過
程
を

考
察
し
て
き
た
。

「
民
田
全

免
、
官
田
減
半
」
と
い
う
き
わ
め
て
特
殊
的
な
特
徴
を
も
う
地
域

に
あ

っ
て
、
没
官
田
が
多
く
を
占
め
る
寺
荘
は
、
他
の
官
田
に
比

し
て
、
明
初
以
来
税
役
免
除
の
恩
恵
を
蒙

っ
て
い
た
が
、
恰
も
民

田
が
、

明
初
の

民
田
全
免
と
い
う

大
原
則
に
反
し
て
、

中
期
以

降
、
勧
借
米
を
は
じ
め
と
す
る
種
々
の
負
担
を
課
せ
ら
れ
て
い
っ

た
と
同
様
に
、
寺
荘
の
多
く
が
差
役
を
除
い
て
税
糧
を
負
担
せ
ぎ

る
を
得
な
い
状
況
に
お
か
れ
た
。
し
か
も
官

僚
、
富
豪
は
勿
論
の

こ
と
、
寺
僧
に
至
る
ま
で
勝
手
に
寺
荘
を
侵
占
、
典
売
す
る
あ
り

さ
ま
で
、
寺
荘
の
経
営
は

一
層
困
難
に
な

っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

朝
廷
は
か
か
る
状
況
に
対
し
て
、
つ
ね
に
賜
田
保
護
の
立
場
か

ら
、
寺
荘
の
売
買
、
典
売
を
禁
ず
る
勅
令
を
出
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
多
く
の
史
実
は
、
こ
と
に
中
期
以
降

に
お
い
て
、
こ
の
勅

令
が
ほ
と
ん
ど
有
名
無
実
と
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ

に
伝
え
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
見
方
を
か
え
て
、
当
時
の
寺
僧
が
尽
く
朝
廷
か

ら
保
護
尊
敬
を
う
け
る
に
値
し
た
か
ど
う
か
は
、
き
わ
め
て
疑
問

で
あ

っ
て
、
寺
荘
に
対
す
る
朝
廷
の
方
針
も
、
こ
の
よ
う
な
観
点

か
ら
注
意
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

す
で
に
前
稿
で
指
摘
し
た
林
希
元
の
奏
上
に
よ
っ
て
も
、
江
南

の
寺
僧
が
非
常
に
裕
富
で
、
陽
に
落
髪
し
て
僧
と
な
っ
て
も
陰
に

妻
妾
を
貯
え
る
あ
り
さ
ま
で
、
落
髪
し
て
僧

と
な
る
こ
と
が
、
江

南
地
方
に
関
す
る
か
ぎ
り
、

一
っ
の
利
殖
の
方
法
と
さ
え
考
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
、
ま
た
軍
、
民
の
籍
か
ら
逃
脱
し
た
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者
な
ど
が

「
行
童
」
と
よ
ば
れ
て
寺
内
に
収
容
さ
れ
、
寺
観
が
盗

賊
、
無
頼
の
徒
さ
ら
に
は
罪
人
の
避
難
所
の
如
き
観
を
呈
じ
て
い

た

こ
と
な
ど
は
、
寺
荘
に
対
す
る
朝
廷
の
方
針
を
考
え
る
場
合
、

十
分
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

今
、
僧
道
の
激
増
を
知
る

一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
便
岳

の

「
止
給
度
疏
」

の

一
部
を

引
用
し
よ
う
。

我
朝
定
制
、
毎
府
僧
道
、
各
不
過
四
十
名
。
毎
州
各
不
過
三
十

名
。
毎
県
各
不
過
二
十
名
。
今
天
下

一
百
四
十
七
府
、
二
百
七

十
七
州
、

一
千

一
百

四
十
五
県
、

共
該
額
設

三
万
七
千
九
十

名
。
成
化
十
二
年
、
度
僧

一
十
万
。
成
化
二
十
二
年
、
度
僧

二

十
余
万
。
以
前
各
年
所
度
僧
道
、
不
下
二
十
万
。
共
該
五
十
余

万
。
以

一
僧

一
道
、

一
年
食
米
六
石
。
論
之
、
共
該
米
三
百
六

十
余
万
。
可
勾
京
中

一
年
歳
用
之
数
。
況
有
不
耕
而
食
、
不
蚕

而
衣
、

且
又
不
当
本
等
差
役
。

(中
略
)
其
軍
民
壮
丁
、

私
自

披
剃
、
而
隠
干
寺
観
者
、
不
知
其
幾
何
。
民
食
不
足
、
府
蔵
之

空
、
職
此
之
由
、
若
不
通
査
僧
道
之
数
、
以
示
再
度
之
禁
、
則

遊
食
之
徒
、
何
有
紀
極
。

椀
岳
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
差
役
免
除

の
特
権
を
も

つ
遊
食
の
徒
の
激
増
で
あ
り
、
林
希
元
も
ま
た
こ
の

こ
と
に
言
及
し
、

一
僧
之
利
、
遂
免

一
丁
之
差
、
十
年
免
差
、
己
勾
其
本
。
終
身

游
手
、

利
不
可
言
。

況
又
坐
享
田
租
、

動
以
千
百
。

富
僧
淫

逸
、
多
珀
清
規
。
汗
入
妻
女
、
丈
傷
王
化

。
是
謂
害
多
干
利
、

得
不
償
失
。

と
し
て
、
度
僧
の
禁
止
を
奏
上
し
て
い
る
。
僧
道
の
激
増
は
、
明

初
以
来
、
国
家
財
政
の
上
か
ら
も
大
き
な
弊
害
と
な

っ
て
い
た
の

()5(
)

で
あ
る
。

従

っ
て
、
こ
う
し
た
い
わ
ば
僧
道
と
田
地
と
の
悪
循
環
の
輪
を

絶
ち
切
ら
な
い
か
ぎ
り
、
寺
観
の
清
浄
化

は
不
可
能
で
あ
り
、
そ

れ
故
に
、
非
生
産
的
階
級
で
あ
る
僧
道
の
増
加
を
防
止
す
る
手
段

と
し
て
、
寺
観
田
土
を
制
限
す
る
と
い
う
方
法
が
、
度

々
行
わ
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。
第
二
章
に
引
用
し
た

「
永
楽
実
録
」
洪
武
三

十
五
年
の
記
事
に
よ
れ
ば
、

虞
謙
は
杭
州

の
知
府
で

あ

っ
た
と

き
、
建
文
中
、
僧
道

一
人
田
五
畝
に
か
ぎ
る
こ
と
を
上
奏
し
て
許

さ
れ
た
と
い
う
が
、
こ
う
し
た
限
田
の
試

み
は
、
正
統
十
三
年
、

洪
武
年
間
置
買
の
田
土
、
景
泰
三
年
、
各
寺
観
六
〇
畝
、
成
化
十

六
年
、
各
寺
観
五
〇
〇
畝

(
福
建
)
な
ど
と

い
う
よ
う
に
、

再
三

に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
が
対
象

と
す
る
南
京
寺
荘
に

関
し
て
も
、

「
景
泰
実
録
」

巻
二
百
七
十

三
景
泰
七
年

(
に
q①
)

十
二
月
己
卯
の
条
に

南
京

戸
科
給
事
中
唐
漬
言
、

(中
略
)
今
僧
徒
偏
処
、

寺
田
連

降
、
未
聞
有
能
災
穣
救
世
、
惟
不
耕
而
食

、
不
蚕
而
衣
、
此
可

憂
惧
四
也
。
僧
徒
遊
食
、
乞
定
額
設
、
毎
寺
不
過
十
名
、
余
尽

遣
帰
農
。
寺
田
止
存
食
用
、

余
尽
給
無
田
小
民
耕
種
。
(中
略
)
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上
詔
各
部
議
擬
行
之
。

と
見
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
上
述
の
如
き
朝
廷
の
限
田
政
策
が
適

用
さ
れ
た
こ
と
を
、
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
明
代
南
京
の
寺
荘
は
、
基
本
的
に
は
、

一
方
で
は
賜

田

(
主
と
し
て
洪
武
年
間
に
賜
与
さ
れ
た
田
地
)
の
保
護
、
他
方
で

は
僧
道
の
増
加
を
防
止
す
る
手
段
と
し
て
の
寺
観
田
土
の
制
限
と

い
う
、

一
見
相
矛
盾
す
る
如
き
朝
廷
の
方
針
の
も
と
に
お
か
れ
な

が
ら
、
し
か
も
佃
戸
、
富
豪
、
官
僚
さ
ら
に
は
寺
僧
な
ど
の
多
く

の
階
層
に
よ
る
、
絶
え
ぎ
る
干
渉
に
耐
え
な
が
ら
、
明
末
に
及
ん

で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
に
お
け
る
多
く
の
欠
陥
に
対
し
て
、
大
方
の
御
教
示
を
切

に
お
願
い
し
た
い
。

註①
前
稿

・
四
、
寺
荘

の
機
能
な
ら
び
に
註

三
参
照
。

②

同
じ
く
前
稿

・
五
、
寺
荘

の
耕
作
者
、
並
び
に
註

一
、

二
参
照
。

③

「
皇
明
経
世
文
編
」
巻
七
十
七
青
難
漫
藁
。

④
同
書
巻
百
六
十
二
林
次
崖
文
集
、
荒
政
叢
言
疏
。

⑤

宋
元
時
代
に
は
、
度
牒
を
支

給
さ
れ
た
僧
道
も
、
免
篠
役
の
特
権
を

奪
わ
れ
、

い
わ
ゆ
る

「
免
丁
銭
」

(
鴛
役
を
免
ぜ
ら
れ
た
代
償
銭

)

を
徴
収
さ
れ
た
が
、

「
洪
武
実
録
」
巻
七
十
七
、

洪
武
五
年

(
=
二

七
二

)
十
二
月
己
亥
の
条

に

給
僧
道
度
牒
。

時
天
下
僧

尼

道
士
女
冠
、

凡

五
万
七
千

二
百
余

人
、
皆
給
度
牒
以
防
偽
濫
。
礼
部
言
、
前
代
度
牒
之
給
、
皆
計
名

講
銭
、
以
資

国
用
、
号
免
丁
銭
。
詔
罷
之
、
著
為
令
。

と
あ
る
よ
う

に
、
明
初
、
僧
道

に
は
再
び
免
樒
役

の
特
権
が
回
復
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

⑥

「
皇
明
世
法
録
」
巻
三
十
九
田
土
、
勲
戚
寺
観

田
土

の
条

に

正
統
十
三
年
令
。
各
処
寺
観
僧
道
、
除
洪
武
年
間
置
買
田
土
、
其
有

続
置
者
、
悉
令
各
州
県
有

司
、
査
照
散
還
於
民
。

と
あ
る
。

⑦

「
大
明
会
典
」
巻
十
七
戸
部
四
田
土
の
条

に

景
泰

三
年
令
。
各
処
寺
観
田
土
、
毎
寺
観
、
量
存

六
十
畝
為
業

。
其

余
挑
与
小
民
佃
納
税
糧
。

と
あ

る
。

⑧

「
成
化
実
録
」
巻

二
百
十
成
化
十
六
年

(
置
OQO
)
十
二
月
己
未

の
条

に巡
按
福

建

監
察
御
史
徐
鋪
奏
、

福
建
僧
寺

田
有
多

至
万
畝
者
。
而

当
差
良
民
或
無
寸
土
。
照
丁
徴
敏
。
苦
不
可
言
。
乞
査
寺
田
、
除
五

百
畝
以
下
、
余
取
其
給
之
貧
民
。
事
下
戸
部
、
議
従
之
。

と
あ
る
。

⑨
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
限
田
政
策
が
、
朝
廷

の
基
本
的
態
度
と
し

て
は
確
認
さ
れ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず

、
現
実

に
は
ほ
と
ん
ど
効
果
を

あ
げ

え
な
か

っ
た
こ
と
を
、
同

一
趣
旨
の
勅
令
が
頻
繁
に
発
令

さ
れ

た
と
い
う
事
実
か
ら
、

ほ
ぼ
確
め
得

る
の
で
あ
る
。
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